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会  議  録 

 

 

 

 

 

 

会議の名称 令和３年度第４回茨木市スポーツ推進審議会 

開催日時 令和４年３月 24日（木） 

  （午前・午後   ６  時 55 分  開会  

  （午前・午後   ７  時 30 分  閉会 

開催場所 茨木市役所南館８階中会議室  

議  長 辰本会長（会長） 

 

出 席 者 

辰本会長、長田委員、片桐委員、桂木委員、佐野委員、田中委員、 

塚本委員、野口委員、髙寺委員 

【９人】 

リモート 

出 席 者 

曽根委員、金城委員  

【２人】 

欠 席 者  なし 

事務局職員 

上田市民文化部長、小西スポーツ推進課長、 

坪田スポーツ推進課参事、梶スポーツ推進課長代理兼施設管理係長、 

杉林スポーツ推進課調査役、伊藤スポーツ推進課推進係長【６人】 

開催形態 公開／非公開 

議題（報告事

項・案件） 

１ スポーツ推進計画（改訂版案）について 

２ パブリックコメントの結果と対応について 

３ 概要版の作成について 

４ その他について 

配布資料 

案件１関係 

資料１ スポーツ推進計画（改訂版案） 

 

案件２関係 

資料２―１ 意見等募集の結果について 

資料２―２ 「茨木市スポーツ推進計画（改訂版案）」に対して提出され
た意見及び市の考え方について 

 

案件３関係 

資料３   「茨木市スポーツ推進計画概要版（案）」 
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

事務局 

 

 

 

辰本会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

辰本会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

辰本会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

高寺委員 

 

 

 

出席状況について報告する。委員総数11名のうち、出席は９名、リ

モート出席は２名、欠席は０名である。全員の出席を頂いており、当

審議会条例第６条第２項により、会議は成立している。 

 

３月21日にまん延防止等重点措置が解除されたが、いまだに予断を

許さない状況である。引き続き感染予防対策に努めていただきたい。 

これまで、委員、市民、市関係部署からご意見を頂戴しながら、茨

木市スポーツ推進計画（改訂版）を策定してきた。本日は委員から最

終のご意見を頂戴し、改訂版の策定につなげたいと考えているので、

よろしくお願いしたい。 

 

本日は傍聴人がいないことを確認したため、案件１について事務局

から説明を求める。 

 

案件１関係 

「茨木市スポーツ推進計画（改訂版案）」について 

【資料に基づき説明】 

 

 ただ今の説明について委員から意見はあるか。 

 意見がないと認め、続いて案件２について事務局から説明を求め

る。 

 

案件２関係 

「パブリックコメントの結果と対応について」 

【資料に基づき説明】 

 

 合計13件の意見を頂戴している。意見の概要・市の考え方について

は資料のとおりであるが、ただ今の説明について委員から意見はある

か。また、全体を通して委員から意見はあるか。 

 

 本日の審議会開催にあたり、高寺委員から意見を頂戴している。「ス

ポーツ整備の充実」に関して、方向性は理解できるが、具体的にどの

施設をいつまでにどのように費用を設けて管理するか、明確にしては

どうかとのご意見を頂戴した。この点については、市内の財政状況や

個別施設の状況により、具体的に明記することは難しいと考えてお

り、決定した方針については、今後の審議会等でお示ししたい。また、

スポーツ施設を含めた公共施設の修繕や更新等については、公共施設

の「中長期保全計画」を策定しており、毎年見直し行う予定である。 

 

 スポーツ施設の適正化と整備については、前回の審議会でももう少

し具体的な内容を記載することを要望した。今回の事務局回答を理解

したうえで改めて要求したい。本編７ページにおいて「考え方をより

具体的に示す必要がある」と明記されているところ、58ページにスポ
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

高寺委員 

 

 

 

 

 

辰本会長 

 

 

長田委員 

 

 

 

 

辰本会長 

 

 

 

 

塚本委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

塚本委員 

 

 

事務局 

ーツ施設の整備・充実が新たに記載されており、その方向性は理解す

るものの「具体性」が明確に伝わってこない。個別施設について具体

的な進捗管理の内容や管理の方針を示してほしい。概念論ではなく、

数値で評価ができる一覧表が必要ではないかと思う。この指摘は２回

目である。 

 

 計画の中に個別施設の維持・管理計画に記載することは難しいと考

えている。７ページの記述文言は、国の計画との整合性を評価したう

えで追加した文言で、本計画の中で個別施設の維持・管理計画を明示

することを意図したものではない。公共施設の修繕計画等について

は、毎年見直したものをホームページ等でお示したいと考えている。 

  

 方針は承知した。国のスポーツ基本計画を見ても、地域に応じて、

大規模施設を整備したり、地域密着型の施設を整備したりと、整備す

るスポーツ施設規模が異なる。また、周辺自治体との施設の融通を示

すなど、様々な対策を講じている。この点における茨木市の具体的な

方向性を示していただけないだろうかという意見である。 

  

 計画中の文言との整合性を担保する意味も込めて、今後ご報告いた

だく機会を設けていただきたい。 

 

 様々な課題があることは相互に理解すべきだが、今後の施策の展開

について、管理ポイントにしたがって年度計画ごとにどのように進捗

させていくかが重要であり、計画を策定して終わりではなく、計画の

内容をいかに実践していくかが非常に重要である。 

 

 施策には、早急に取り組めるものもあれば単年度では実施できない

項目もある。しかし、管理ポイントを明確にし、年度ごとに計画の進

捗管理体制を構築してくことが大事である。計画を改訂したことが終

わりではなく、施策展開の新たなスタートであるとご理解願いたい。 

 

 市民の意識調査も気になる部分だ。今回は新型コロナウイルス感染

症の影響で実施できなかったとのことだが、前回実施時は、郵送によ

る配布・回収であった。この方法ではコロナウイルス禍でも実施がで

きると思う。今後意識調査を実施する予定はあるか。 

 

 次期計画改定時（令和８年度）に意識調査を行い、本改定につなげ

たいと考えている。 

 

 改訂版を策定されたのち、さらに３～４年程度は、意識調査を行わ

ないということか。 

 

 その認識である。 
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

辰本会長 

 

 

 

 

各委員 

 

辰本会長 

 

事務局 

 

 

 

辰本会長 

 

高寺委員 

 

 

 

事務局 

 

 

高寺委員 

 

佐野委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

長田委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 郵送のみならず、デジタル媒体の活用可能性も検討できる。広く多

くの市民の意向を把握できるよう検討いただきたい。 

他に無ければ、この計画をもって事務手続きを進め今月中に計画を

確定することでよろしいか。 

 

 異議なし 

 

それでは、案件３について事務局から説明を求める。 

 

案件３ 

「茨木市スポーツ推進計画概要版（案））について」 

【資料に基づき説明】 

 

 ただ今の事務局の説明について委員から意見はあるか。 

 

 裏表紙の「その他施設」に「西河原公園屋内運動場」とあり、通常

の体育館とは異なるという認識となっているが、「体育館」ではない

ということか。 

 

 実質的には体育館に近しい機能や設備であるが、本市の「体育館」

は「市民体育館条例」に定められたものであるため区別を行っている。 

 

 承知した。 

 

 生涯学習計画概要版と比して、非常に見やすい作りだという印象

だ。可能であれば、最近の若年層は、紙媒体に書かれたものを読まな

い傾向にあると思われ、QRコードのように、スマートフォンで閲覧で

きるような仕組を搭載したらいかがか。例えば、出先でも、QRコード

からアクセスすれば、簡略的な地図を見ながら施設に到着できるだろ

う。 

 

 QRコードについては、意見のとおり対応したいと思う。QRコードの

リンク先については、計画の概要版PDFやスポーツ施設の情報が掲載

された一覧ページ等にたどり着けるような方式としたい。 

 

 良い概要版であると思う。さらに良い概要版とするため、管理基準

との兼ね合いのほか、各内容が該当する本編のページを追加したらい

かがか。当方がハザードマップの地域版を作成した際、本編につなが

るページ数を掲載した。この点の検討を頂きたい。 

 

 各部分で本編に相当する部分についてページ数を掲載するという

趣旨で理解した。レイアウト調整の観点から検討したい。 
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

辰本会長 

 

 

 

 

 

片桐委員 

 

 

事務局 

 

 

辰本会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(上田部長) 

 

事務局 

 字面が連なるより、取組の写真などを挿入することで見やすさを重

視したつくりとなっている。一方、字数を減らしたことで情報が少な

くなることから、本編につなげるページ番号を挿入することは良いと

思われる。QRコードも含めて、レイアウト調整の観点から検討いただ

きたいと思う。 

 

 表紙の後に目次を挿入したらいかがか。可能であれば検討いただき

たい。 

 

 概要版自体に目次を挿入するということか。レイアウトの関係もあ

るため、持ち帰って検討したい。 

 

ページ数の問題で、目次が入るとページが合わない可能性がる。わ

かりやすい形で作成いただければと思う。 

 

それでは、案件４について、委員から全体的な意見はあるか。 

 

 意見がないと認め、本日の案件は以上とする。これをもって、本日

のスポーツ審議会は閉会とする。昨年７月から本日に至るまでご意見

を頂戴し、心より感謝を申し上げる。任期は令和５年５月までである

ため、引き続きご協力いただきたい。 

 

 お礼のあいさつ 

 

 

 これをもって、本年度のスポーツ推進審議会を終了する。 

 

  

 


